仕様書

１　業務名　FOODEX JAPAN 2027（第52回国際食品・飲料展）団体出展業務委託

２　業務の目的
本業務は、国内外から多数のバイヤーが訪れる、日本最大級の「FOODEX JAPAN 2027（第52回国際食品・飲料展）」に大分県として団体出展することで、国内外のバイヤーとの商談機会を創出するとともに、大規模商談会への出展を通じた県内事業者の商談力の向上やバイヤーからのアドバイスを生かした自社商品の磨き上げを図ることにより、県産品の更なる販路拡大を目指す。

３　履行期間　契約締結日から令和９年３月２６日まで

４　委託内容
（１）商談会への出展について
「FOODEX JAPAN 2027（第52回 国際食品・飲料展）」（開催日時：令和９年３月９日（火）～１２日（金）、開催場所：東京ビッグサイト）において、大分県としての団体出展を行う。
①　出展事業者の選定について、特定地域に偏ることなく、県内全域の事業者に対し、広く募集を行うこと。
②　大分県として団体出展を行うため、県内事業者10社以上の出展を募るとともに、応募多数の場合の選考基準を示したうえで募集を行い、県と協議のうえ、出展事業者を決定すること。
③　大分県としての団体出展であることを踏まえた統一感のあるブースデザインを行うなど、国内外のバイヤーに対して訴求力の高いブースとなるよう工夫すること。
④　早期出展割引を活用するため、令和８年７月末までに出展申込を行うこと。
⑤　出展費用について、２分の１を超えない範囲内で出展事業者に負担を求めることは差し支えないが、出展事業者の募集時点で負担額を明らかにすること。
⑥　出展事業者の申込について、登録に必要な企業・商品情報等の要約・翻訳を行うこと。また、適宜出展事業者のフォローを行うこと。
⑦　出展事業者が、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）の運営する「Japan Street」に未登録の場合は登録を促すとともに、適宜フォローを行うこと。
　　⑧　商談会主催者と出展事業者との連絡調整を行うこと。

（２）当日の運営等について
　　①　当日の運営について、責任者及び県内事業者をフォロー可能な人員を会場内に配置すること。また、出展事業者と海外バイヤーとの円滑な商談のため、通訳等の必要な人員を会場内に配置すること。
　　②　商談中は出展事業者が効果的なコミュニケーションがとれるよう適宜フォローすること。また、商談会終了後も出展事業者が成約につながるよう助言を行うなど適宜フォローすること。
③　商談会終了後は、名刺交換枚数、商談結果等について出展事業者にアンケート調査を実施するとともに、調査結果を実績として報告すること。

５　成果物（報告書）等
（１）事業実施結果報告書（A4版）電子媒体１部
（２）提出場所　大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
（３）提出期限　令和９年３月２６日

６　その他
（１）業務実施にあたっての留意事項
①　受託者は、業務の実施にあたっては、委託者と十分に協議・連絡を取り合い、委託者の指示及び監督を受けること。
②　各業務上で必要となるアポイントメントや転載許諾など、全て受託者の責任において行うこと。
③　本業務に関連して第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、受託者の責任（解決に要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。ただし、県の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
④　この仕様書に定めのない事項等については、別途協議し決定する。

（２）業務の実施体制
①　本業務の実施に当たり、十分な経験を有する業務全体を統括する責任者を置くこと。
②　統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表を作成し、委託者へ提出すること。
③　統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ口頭もしくは書面で報告すること。
④　県が天災等により、事業の中止または縮小を決定した場合においては、契約金額の範囲内で、県は、実施に要した経費をもとに受託事業者と協議して取り決めた金額を支払うものとする。
